
【第二報（最終報）】 ●●管内 地元要望草刈作業中の蜂刺され事象

【発生日時】 2025年8月18日（月）13：55頃

【発生場所】 E23 東名阪自動車道 上り線 KP65.3付近 下場側道（三重県四
日市市西山町地内）

【工事件名】 2025年度 東名阪自動車道 ●●管内維持修繕業務

【受注者名】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱
被災者：

【概    要】
地元要望草刈作業中に、刈草集草作業員が蜂（受傷者の証言ではスズメバチ）に刺
されたもの。（右腕１箇所）草刈り作業前に、蜂の有無を確認してから作業を実施して
いた。

【被害状況】 人的被害：右前腕蜂刺症 １箇所

 物的被害：無し

【時 系 列】
8/18（月）

9：00   現場到着（現場ミーティング）
9：05   蜂の有無の調査を実施。その後作業開始。
13：55頃 作業員１名が蜂に刺された。（直後、ポイズンリムーバーを使用）
14：00頃 現場よりメンテへ第一報。
14：05頃 現場より通常搬送で、●●へ向かう。
14：45頃 ●●到着。受診開始。
16：45頃 診察終了

【報 道 等】 なし

令和7年8月18日 17：30時点



亀山方面 

【事象発生箇所 位置図】

蜂刺され発生箇所 
東名阪自動車道
上り線 KP65.3付近 側道

名古屋方面

【蜂刺され状況】

蜂さされ 右腕１箇所



【従事者への再周知事項】

今回も、作業前に蜂が飛んでいないか？作業箇所付近をたた
いて蜂が出てこないか？の事前確認を行っている。蜂がいな
かったため草刈り作業を行っていたが、蜂に刺された。

今後も同様に、作業前に蜂の有無を確認するとともに、もし
刺されたらポイズンリムーバーで応急処置を行い、即病院を受
診する。

また、従事する作業員には蜂の抗体検査を受けさせ、ヘル
メットへの抗体クラス表示と抗体クラス３以上の作業者は、医
療機関で処方箋の交付を受け購入したエピペンを携帯するこ
とを再度周知徹底する。

また、刺された作業員は1カ月程度後に、再度抗体検査を実
施させる。
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